
子が 15 歳以上であれば、本人が申立 

子が 15 歳未満であれば、親権者が申立 

子が 15 歳以上であれば、本人が届出人署名 

子が 15 歳未満であれば、親権者が届出人署名 

子 の 入 籍 届 

 

離婚届                        

 

家 庭 裁 判 所      持参するもの 

申立書を提出        ① 子の戸籍謄本（戸籍全部事項証明書） 1 通            

※子の住所地の   ② 母の戸籍謄本（戸籍全部事項証明書） 1 通 

           家庭裁判所       （離婚年月日が記載されていない場合は別途その記載のある戸籍が必要） 

              ③ 印鑑 

                                   

               印紙代（お子様 1 人につき）         800 円（郵便局） 

              連絡用の郵便切手（裁判所に確認してください） 84 円 以上 

                            

 

                   

   約 1 週間 

 

裁判所より『子の氏の変更の許可書』が送付されます 
 

許可書を持って、市役所で入籍の手続き 
（入籍届に本人の署名があれば、母などの代理の方でも構いません） 

 

  持参するもの 

① 子の氏の変更許可書 

② 入籍届 

 

 

津家庭裁判所 松阪支部                        
松阪市中央町 36 番地 1  電話 0598-51-0542                 

 

お子さんのご住所が三雲・嬉野管内の方は津家庭裁判所へ申立をしてください。 

津家庭裁判所 津市中央 3 番 1 号 電話 059-226-4171 

裁判所への申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。 

裁判所ホームページ  http://www.courts.go.jp/ 

裁判所トップページ > 裁判手続の案内 > 家事審判の申立書 > ・子の氏の変更許可（15 歳以上） 

> ・子の氏の変更許可（15 歳未満） 

受付時間 

午前 8 時 30 分               

～ 

午後 5 時 00 分 


